
 

 

あきたデジタル・ゲートウェイ体験イベント企画運営業務委託仕様書 

 

１　委託業務名 

あきたデジタル・ゲートウェイ体験イベント企画運営業務委託 

 

２　目的 

　次世代のデジタル人材育成に向け、子どもたち（幼児・小学生）がデジタル技術の面

白さと可能性に触れることにより、各種プログラミングイベントやデジタル分野に関心

をもつとともに実際に体験等に繋がり、さらには大学・専門学校等の専門教育まで繋げ

られるイベントを開催する。 

 

３　委託期間 

契約締結日から令和８年11月30日（月）まで 

 

４　イベントの概要 

(1) 日時及び会場 

　本イベントは、10月の土日祝日のいずれかの日に、県内３か所で開催するイベント

とする。県では以下の日時において各会場を仮予約済みであるが、県と受託者が協議

の上、日時及び会場を変更する可能性がある。​

　また、受託者が他の日時及び会場を提案してもよい。ただし、会場の予約に関する

一切の業務は、受託者が行うこととする。 

　　【県南地区】 

（日時）　令和８年10月４日（日）　 10:00から17:00まで 

（会場）　秋田ふるさと村（横手市赤坂富ヶ沢６２番４６号） 

ドーム劇場・ふるさと広場（約730㎡） 

(目標)　 体験者数：１，２００人 

【県央地区】 

（日時）　令和８年10月18日（日）　10:00から17:00まで 

（会場）　イオンモール秋田（秋田市御所野地蔵田１丁目１番１号） 

　　　　　１階セントラルコート（約460㎡） 

(目標)　 体験者数：２，４００人 
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　　　【県北地区】 

（日時）　次の候補日のうち、いずれかの日 

　　　　　令和８年10月10日（土）　10:00から17:00まで 

　　　　　令和８年10月11日（日）　10:00から17:00まで 

　　　　　令和８年10月24日（土）　10:00から17:00まで 

（会場）　タクミアリーナ（大館市上代野字八幡岱２９番４号） 

　　　　　　　サブアリーナ（約660㎡） 

※当日、同会場メインアリーナで開催される別イベントと連携する可

能性がある。 

(目標)　 体験者数：１，４００人 

 

(2) 来場者ターゲット 

　幼児、小学生及びその保護者 

 

(3) 入場料 

　無料 

 

５　委託業務の内容 

(1) 企画業務 

　全ての来場者（目標とする体験者数）が最新のデジタル技術に親しみ、その楽しさ

や可能性を体感することで、将来の夢や創造力が広がるきっかけとなるような展示・

体験コーナー及びワークショップ等の実施について、 

【新秋田ＤＸ推進計画　「特に③“未来の基盤”をつくる　P37～P48」 

アドレス（https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/95071）】、 

【以下の提案例】を参考に、４(1)に記載する各地区の会場の広さ及び特性を考慮して

実施すること。なお、各企画内容の詳細については、企画提案の結果により、県と受

託者で協議し、調整するものとする。 

　【提案例】 

○　展示・体験コーナー 

・AIを活用した先進技術を楽しみながら学べる体験 
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・視覚や身体感覚等を組み合わせ、創造力を育むAR/VR等の仮想現実体験 

・プログラミングによる小型ロボット等の操作体験 

・次世代通信技術を身近に感じられる展示 

・県民生活に関わる様々な分野（教育、防災、環境、健康等）における、子供たち

の興味や関心を喚起する先進的な体験コンテンツ　　等 

○　ワークショップ 

・生成AIを活用したプログラミングワークショップ　　等 

○　その他、来場者の満足度向上や集客のための企画 

・デジタルスタンプラリーの実施及び景品の配布 

・WEBによる事前予約システム　　等 

・県が実施する事業やプログラミングイベント、県内の情報系大学・専門学校の紹

介等、次なる学習ステップを提示するコーナー等の設置 

　このほか、県内企業、県内自治体の取組を紹介するブース（各回3～4団体を想定）

を設置する予定であるため、スペースを確保すること。なお、出展者の選定は県が行

い、出展物の運搬、搬入、搬出等は原則として各出展者が行うこととするが、一部、

受託者に依頼する場合がある。 

 

(2) 運営業務 

ア　イベント全体の運営及び進行管理を行うこと。 

イ　業務に必要なスタッフ及び機材を確保し、配置すること。 

ウ　展示・体験コーナー等への出展、運営等を他の事業者に委託する場合、出展依

頼、連絡調整、支払などの一切の業務は受託者が行うこと。ただし、委託する事業

者については、あらかじめ県の承諾を得ること。 

エ　県が選定した出展者と連絡調整を行い、円滑な展示の準備ができるようにするこ

と。 

オ　来場者がスタッフと判別できるように、関係者証等を作成し着用すること。な

お、関係者証等については、県が主催するイベントのスタッフであることが認識で

きるデザインとすること。 

カ　来場者アンケートを作成し、配布、回収及び集計すること。なお、アンケート項

目については、県と受託者との協議により決定するものとする。 

キ　来場者数をカウントすること。 

ク　会場内の記録用写真を撮影すること。 

ケ　イベント保険（出展者、来場者傷害、借用施設物損等）へ加入すること。 
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コ　会場運営スタッフは、幼児・小学生とその保護者を対象としたイベントであるこ

とを十分に理解し、丁寧かつ明るい対応で運営に当たること。特に、子どもたちが

技術への興味を深められるよう、積極的な声がけやサポートに努めること。 

 

(3) 広報業務 

ア　次の仕様により、事前広報用のポスター及びチラシを令和８年８月14日（金）ま

でに作成すること。 

　　・ポスター：Ａ２判、片面フルカラー　1,000部以上 

　　・チラシ　：Ａ４判、両面フルカラー　60,000部以上 

イ　アで作成したポスター、チラシに県が提供する送り状（Ａ４サイズ１枚）を県内

の小学校や道の駅等に発送すること。なお、残部については、県に納品すること。 

ウ　県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」等に掲載するため、作成したポス

ター及びチラシの画像データを県に納品すること。 

エ　作成するポスター及びチラシは、県が主催するイベントであることが認識できる

デザインとすること。 

オ　その他、４(2)に記載する来場者ターゲットに周知するため効果的と考えられる

広報活動を実施すること。 

(4) 会場関連業務 

ア　会場使用に必要な申請等、一切の業務を行うこと。 

イ　机、椅子、音響機材、電源等の必要な備品を確保し、設営すること。 

ウ　設営、撤去について、会場と日時の調整を行い、円滑に作業すること。 

エ　本イベントを目的に来場する方はもとより、近隣の会場で行われるイベントに訪

れた方等、会場付近を通行する方に興味、関心を持たせるような効果的な会場レイ

アウト、看板や装飾の設置等を行うこと。 

オ　体験コーナーの待ち行列を解消するための工夫（WEBでの事前予約、整理券の配

布等）や、待ち時間も企画内容を楽しむことができる工夫を行うこと。 

カ　イベント終了後は原状復帰を行うこと。 

(5) その他業務 

ア　県との打合せを適宜開催し、業務の進捗状況等について報告すること。 

イ　業務完了後に、完了報告書及び地区ごとに以下の内容をまとめた実績報告書を作

成し、県へ提出すること。 

  ・イベント実施内容 

  ・来場者数 
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  ・会場記録写真 

  ・看板、ポスター、チラシ等の作成物 

  ・来場者アンケートの集計結果及び課題考察 

  ・その他、報告が必要と思われる内容 

 

６　契約に関する条件等 

(1) 再委託 

　受託者は、本業務の処理を一括して他の事業者に委託してはならない。なお、本業

務の一部を他の事業者に委託することができるが、その場合は、あらかじめ県の承諾

を得ること。 

(2) 秘密の保持 

　本業務の実施に当たり、知り得た情報については、目的外の利用や第三者に開示、

漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ県の承認を得たとき、又は受託者の責め

に帰すべき事由によらずして公知となったときは、この限りでない。 

(3) 権利の帰属 

　実績報告書をはじめとする成果物の著作権は、県に帰属するものとする。 

 

７　その他 

　本仕様書に定めのない事項については、県と受託者が協議の上、決定する。 
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